
令和８年度 

長井市心のまちづくり活動推進事業 

 

 

 

 

◎心のまちづくり基金とは 

市民自治を礎とした個性豊かな、誇れるまちづくりを推進するため、昭和 59 年度に長井

市制 30 周年を記念して設立された基金です。現在までに市民の皆さんからの善意の寄付は

累計 350 件を超え、多数の個人・団体の活動に対して顕彰や補助金の交付が行われてきま

した。 

今年度も、補助金交付事業と顕彰事業の二本柱で皆さんのまちづくり活動を応援します！ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

長井がもっと

いいまちに！ 

募 集 要 項 
 

 

 

 

 補助金交付事業 

募集締切： 

令和８年４月 15 日（水） 

→詳細は１ページ～ 

顕彰事業 

補助金交付  

 

顕彰（表彰） 

 

 

心のまちづくり活動団体  

 

市民を対象とした 

公益的な活動 

心のまちづくり基金

心のまちづくり実践者 

地道な慈善活動や奉仕活動等 

市民の皆さん 
寄付 

→詳しくは 14 ページ 
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心のまちづくり活動推進補助金 

「心のまちづくり活動」を行う団体に助成を行います。長井市補助金等交付規則 

及び長井市心のまちづくり活動推進補助金交付要綱に基づき、予算の範囲内で補助

金を交付します。 

 

 

 

対象となる活動は、主に市民を対象とした公益的な活動で、次のいずれかに該当する活動で

す。 

① 地域の活性化を図るまちづくり活動  

② 地域の安全・安心・福祉の向上を図る活動 

③ 子どもの健全育成を図る活動 

④ 生涯学習の推進を図る活動 

⑤ 地域固有文化の育成を図る活動  

 

【対象とならない活動】 

× 本市の他の補助金等の交付を受けている活動 （国、県、民間の補助金等の交付を受けて

いる活動については応募可とします。ただし併用できるかどうかは各団体の責任で確認

してください。） 

× 特定の政治団体や宗教団体又は営利団体等の活動又は宣伝を目的とする活動  

× 現在実施している活動（ただし、すでに団体で実施している活動でも、より充実・発展

させて実施する場合は除外します。） 

× 活動効果が一部の地区にとどまる親睦会等、他の地区に開かれていない活動 

 

  【助成回数に関して】 

・ 過去に本補助金の交付を受けた活動については、活動内容に発展性が認められることを

条件とします。 

 

 

 

   補助の対象となる団体は、次のすべてに該当する団体です。 

① 長井市内に所在する営利を目的としない民間団体（グループ）、特定非営利活動法人、

地域コミュニティ団体又は自主的に活動を行う児童、生徒、学生等のグループ 

② 構成員数が 5 人以上で、代表者及び半数以上が市内にお住まいの方、通勤・通学する方

で構成する団体 

③ 規約又はこれに類するものがあり、責任者が明確で、計画的に活動を行っている団体 

④ 宗教活動、政治活動や選挙活動を行っていない団体、公益を害する恐れのない団体 

 

１．補助対象となる活動 

２．補助対象となる団体 
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補助の対象経費は、補助対象となる活動に要する経費とします。ただし、以下のような本来

団体で支払うべき経費については補助対象外とします。 

×団体の構成員に対する人件費、謝礼 

×活動目的に付随しない飲食代等 

×団体の維持・運営に要する経常的な経費 

×申請した活動以外の活動に要する経費 

 

【補助対象となる経費の例】 

項目 補助対象となる経費の例 補助対象とならない経費の例 

謝礼 講演、勉強会などの外部講師への謝礼等 団体の構成員への謝礼、手当て等 

交通費 外部講師などに支払う交通費等 団体の構成員に対する交通費 

使用料及び 

賃貸料金 

事業実施のための会場使用料、機材、車

両等の賃貸料 

 

印刷製本費 ・チラシ、パンフレット、広報ポスター

等の印刷費 

・会議資料・活動資料等の印刷費 

定期刊行している団体の会報等の印刷

製本費 

通信運搬費 活動実施にあたり必要な切手、はがき、

宅配便代等  

電話代やインターネットの使用料金 

食糧費 活動実施にあたり必要不可欠な食材費 団体の構成員に対する飲食代 

 

消耗品費 活動実施にあたり必要不可欠な 資材、

文房具、用紙代、材料代等 

団体の運営に関する事務費などの経常

的な経費 

保険料 活動実施にあたり必要不可欠な保険料 

※参加者に対する保険料は参加費として徴収す

るなど参加者負担とすることが望ましい。 

 

委託料 専門的な知識、技術等を要する業務につ

いての委託料 

計画、実行など事業の全てを委託する

もの 

備品購入費 活動実施にあたり必要不可欠な備品代 

 

団体の運営に関する備品代など、活動

に直接係らないもの 

工事請負費 活動実施にあたり直接必要な工事請負費  

原材料費 工事、加工用材料  

その他 上記項目に該当しない経費で、活動実施

に必要不可欠と認められる経費 

※上記項目には該当しない経費でも交付の

対象としてふさわしくないと審査で判断さ

れることがあります。 

 

 

 

 

３．補助対象となる経費の範囲 
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補助金の額は、次のいずれか低い額とします。1,000 円未満の端数が生じた場合は、端数を

切り捨てます。 

① 補助対象経費の合計額から当該活動にかかる収入、自己資金及び他の補助金等その他の

収入を差し引いた額 

※ここでいう自己資金とは、活動実施にあたり団体から持ち出し可能なお金です。 

② 50万円    

  

※補助金額は、審査の結果、申請額から減額される場合がありますので、ご承知おきください。 

 

 

     

補助金交付決定後から令和９年 3 月 31 日までに実施する活動です。 

 

 

 

 

（１） 提出書類 次の書類をすべて提出してください。 

① 長井市心のまちづくり活動推進補助金申請書（別記様式第 1号） 

② 活動計画書（別記様式第 2 号） 

③ 活動収支予算書（別記様式第 3号） 

④ 団体の規約又は会則等 

⑤ 団体の当該年度の事業計画書、収支予算書 

⑥ 団体の構成員の名簿 

⑦ （活動に工事を要する場合）設計書、仕様書、設計図面  

※提出出来ない書類がある場合にはご相談ください。 

⑧ （活動に工事を要する場合、備品を購入する場合）見積書等の金額の分かる書類 

     

※提出書類の ① ② ③ は長井市のホームページからもダウンロードできます。 

また、申請書記入の手引きについても市役所、市ホームページに用意しておりますので

書類提出の際に参考にしてください。 

 

（２）受付期間 令和８年 4 月 1 日（水）から令和８年 4 月 15 日（水） 

         午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分（土曜・日曜・祝日を除く） 

（３）提出先 申請書類を、地域づくり推進課（長井市役所２階）へ提出してください。 

・郵送による提出も可能ですが、必ず受付期間内に届くように送付してください。 

・申請内容について事前に問い合わせをさせていただく場合があります。 

 

 

４．補助金の額 

５．補助対象となる活動期間 

６．補助金の申請 
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 心のまちづくり審議会（以下、「審議会」という。）による審査を経て、市長が補助金交付の

可否と補助金額を決定します。 

審査は、申請書類と審議会での申請団体からの説明等をもとに行います。 

申請団体は、この審議会に必ず出席し、活動計画等を説明（プレゼンテーション）してくだ

さい。なお、説明会の詳細については申請団体に別途お知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

申請の結果は、すべての申請団体に通知します。 

 

 

 

 

（１）変更する場合 

  交付決定を受けた内容又は経費等を変更する場合は、事前に次の書類を提出してください。 

① 長井市心のまちづくり活動推進補助金変更承認申請書（別記様式第５号）  

② 変更の内容がわかる資料 

※ 変更承認申請書に記載された内容を審査し、変更承認について決定します。変更承認

決定通知を受けた後、変更する活動を実施してください。 

 

 

 

 

【審査基準について】 

  審査は主に次の視点で総合的に行います。 

① 自発性と熱意：自発的、主体的な活動であり、熱意が感じられるか。 

② 必要性：地域資源が生かされているか。どんな課題の解決を目指すのか。 

③ 公益性：どのような公共的な利益をもたらすのか。まちづくりにおける効果が高いか。 

④ 実現可能性：企画内容が計画的か。実施体制が十分で、無理のない実施スケジュールか。

予算は妥当か。 

⑤ 企画の独自性：新たな視点・発想から提案されるものか。創意工夫が凝らされているか。 

⑥ 補助効果：当該補助を行うことにより、団体の活動を発展させる大きな効果（持続的発

展・定着）が期待できるか。 

⑦ 活動実績：過去にこの補助金を受けたことがある場合は、前回の活動より発展した内容

になっているか。継続した支援が必要か。 

 

７．審査方法 

８．選考の結果・補助金交付の決定 

９．活動実施にあたっての手続き等 
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（２）完了したとき 

  活動完了後 30 日以内又は３月 31 日のいずれか早い日までに、次の書類を提出してく

ださい。提出された報告書をもとに、補助金額の確定をします。 

① 補助活動実績報告書（別記様式第７号） 

② 活動収支決算書（別記様式第３号） 

③ 補助対象経費に係る領収書等の写し 

④ 補助活動に関する写真、パンフレット等の資料 

 

（３）補助金の交付 

  （２）の額の確定をした後に、請求に基づいて補助金を交付します。活動完了前に補助金

の概算払いを請求することができますが、確定金額が交付決定額を下回った場合には、そ

の超過分を返納していただきます。 

 

（４）成果発表会 

補助金の交付を受けた団体には活動の成果を発表し、広く活動を PR していただきます。 

発表会の日時等が決まりましたらご連絡しますので、発表用資料等の準備をお願いします。 

 

（５）関係書類の整理・保管 

   補助事業に関する収入・支出を明らかにした帳簿やその証拠書類（領収書など）は整理し、

補助金を交付した会計年度終了後５年間は保管してください。 

 

 

 

「長井市心のまちづくり基金」を広く市民の皆さんに知って頂くため、活動が長井市心のま

ちづくり基金から助成を受けて実施している旨を下記の方法により明示してください。 

 （１）チラシ、ポスター、広報誌等への掲載 

     「長井市心のまちづくり基金より助成を受けて実施するものです。」等 

 （２）購入備品、設備への表示 

     活動に必要な備品の購入、設備の整備等を行う場合は、事務局より「長井市心のまち

づくり基金」と明記されたステッカー等をお渡しします。購入する備品、整備する設備

等すべてに貼付してください。貼付の状況は実績報告時の写真で確認させていただき

ます。 

 

 

 

   補助金を異なる目的に使用したり、交付決定の内容やこれに付された条件に違反した場 

  合には、補助金の返還を求めることがありますので注意してください。 

   また、当補助金を使って購入した備品や整備した設備等は、断りなく譲渡、交換、貸し付

け等をせず、各団体で適正に維持、管理してください。 

    

1１.  実施にあたっての注意事項 

１０.  基金の広報について 
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時期 内容 詳しくは・・・ 

４/1～ ４/１5 申請書提出 →要項６ 

５月中旬 審議会におけるプレゼンテーションと審査 →要項７ 

５月下旬 交付決定通知 →要項８ 

交付決定後 活動実施  

～ Ｒ９.3.31 

活動に変更ある場合は変更申請提出 

→承認 or 不承認決定通知         
→要項９（１） 

活動完了後 実績報告書提出 

→ 額の確定 → 補助金の交付 

→要項９（２） 

→要項９（３） 

２月下旬（予定） 成果発表会 →要項９（４） 

事務局（地域づくり推進課）では、募集要項の内容や申請書の書き方等について、ご質問

やご相談に応じます。どうぞお気軽にお尋ねください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時庭駅南環境保全管理会 

フラワー長井線花いっぱいおもてなし事業（より高みを目指して） 

時庭駅南側のそば畑の土壌改良を行い、フラワー長井線利用客をた

くさんのそばの花でおもてなしする。地域の子ども達とそばの種を

まき、世代を超えた交流を創出するとともに地域の活性化につなげ

る。 

平野地区環境推進ふるさと協議会 

西山観光案内プロジェクト 

長井ダム周辺に設置された東屋を活用し、水と緑の感謝祭や百秋湖

まつりにおけるチェックポイントとすることで、訪れる人にダム周

辺の魅力を発信し、西山エリアを観光の拠点として地域の宝とする。 

NPO法人最上川リバーツーリズム

ネットワーク 

 

舟運開発者の顕彰による観光振興 

川のみなと長井に、最上川舟運を確立した西村久左衛門成正の彫像

と碑文を設置し、来訪者へ長井市の舟運文化や歴史をアピールする

とともに、船着き場周辺や街並み散策等の市内観光を促す。 

 

長井市役所 地域づくり推進課 

 電話：8２-８００５（課直通）  

午前 8 時 30分～午後 5 時 15 分（土曜・日曜・祝日を除く） 

  FAX：8７-３３６８  E-mail：n-chiiki@city.nagai.yamagata.jp 

 

１２.  スケジュール   

昨年度の採択事業 

 

mailto:n-chiiki@city.nagai.yamagata.jp
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別記様式第１号 

   年  月  日 

  長井市長 宛て 

申請者 団体名 

代表者名               

 

長井市心のまちづくり活動推進補助金交付申請書 

 

長井市心のまちづくり活動を実施したいので、長井市心のまちづくり活動推進補助金交付要

綱 第６条の規定により下記のとおり申請します。 

１ 補助金申請額          ，０００ 円 （千円未満は切り捨て） 

  

２ 活動の名称                              

  

３ 活動を行う団体の概要  

団体の名称 

設立年月日 

団体名
フ リ ガ ナ

 

設立年月日         年  月  日  （活動歴    年）            

代表者名及び住所 

代表者名
フ リ ガ ナ

 

団体の所在地 〒 

          

申請に係る 

事務担当者 

氏名
フリガナ

 

通知等送付先 〒 

         

電話番号           ＦＡＸ 

Email 

設立の趣旨 

（団体設立の経緯や 

目的） 

 

団体の活動内容 

（実績） 

 

 

 

 

団体の構成員数 
       人 

（うち、長井市内に在住、在勤、在学等の数    人） 
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活動計画書 
（補助を受けようとする活動の内容） 

 

    団体名                 

１ 活動の名称  

２ 活動の分野 

・該当するものに○を

つけてください。 

（１）地域の活性化を図る活動  

（２）地域の安全・安心・福祉の向上を図る活動 

（３) 子どもの健全育成を図る活動  

（４）生涯学習を推進する活動 

（５）地域固有文化の育成を図る活動 

３ 活動の目的 

【必要性】 

【公益性】 

【企画の独自性】 

【補助効果】 

 

① この活動を提案するのは、地域にどのような課題があると考えたから

ですか。 

 

 

 

 

 

② 活動することで何を目指しますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 活動の概要 

（課題の解決方法） 

 

【自発性と熱意】 

【必要性】 

【公益性】 

【企画の独自性】 

【実現可能性】 

 

① 課題解決のための具体的な活動内容（場所・回数・実施体制・参加者の

範囲・人数等）をお書きください。活動の発展性や工夫・新しいアイデ

ィアなどもお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第２号 
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４ 活動の概要 

（課題の解決方法） 

 

【自発性と熱意】 

【必要性】 

【公益性】 

【企画の独自性】 

【実現可能性】 

② （過去に団体で同様の活動を行ったことがある場合のみご記入ください。） 

今回申請する活動と過去の活動を比べて、より充実、発展させている

点についてお書きください。 

 

 

 

 

③ 活動の広報の方法についてお書きください。 

 

 

 

 

 

５ スケジュール 

【実現可能性】 

時期（日付） 実施項目（やること） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

完了（予定）   年  月  日 

６ 期待される成果 

【公益性】 

【補助効果】 

 

活動終了後に提出する 

実績報告書の中でも検 

証していただきます。 

この活動を実施することで、誰に、どのような成果(効果)が期待できると

お考えですか。また、アピールしたい点についてお書きください。 
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７ 翌年度以降の 

活動の展開 

【自発性と熱意】 

【補助効果】 

この活動は、今後どのように継続し、発展させる予定ですか。 

 

 

 

 

 

 

 

８ その他 

① これまで当補助金の交付を受けたことがありますか。 

（該当するほうに○印）  ある ・ ない 

あ

る 

場

合 

採択された年  平成 ・ 令和     年度 

これまでの活動の成果とそれに対する自己評価をお書きください。 

 

 

 

② 審査の結果、補助金額が希望額から減額された場合、活動の実施をど

のように考えますか。 

（該当するほうにチェック） 

□ 減額された場合は、活動実施を見送る。 

□ 減額された場合でも、活動を実施する。 

→（下限額）     ,０００円までの減額であれば実施可能 

 

③ （活動に備品等の購入が必要な場合のみご記入ください。） 

購入する予定の備品等の設置場所、保管場所はどこですか。また今後

どのように活用する予定ですか。 

【購入するもの】 

 

【設置・保管場所】 

 

【活用方法】 

 

 

 

④ この活動について他の補助金へ申請する予定はありますか。   

（該当するほうに○印）  ある ・ ない 

あ

る

場

合 

その名称と申請額 

 

 

※申請する予定の他の補助金が、当補助金と併用可能かどうか、必ず確認してください。 
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別記様式第３号  

  活動収支予算（決算）書 

１ 収入の部                       (単位：円) 

費  目  予 算 額 決 算 額 比 較 増 減 内  訳 

長井市心のまちづく

り活動推進補助金 

 

,000 

 

,000 

 

,000 

※千円未満は切り捨て 

自己資金 

      

  

    

活動に係る収入 

 

 

 

 

 

 

  

他に申請予定の補助

金 

 

   （補助金の名称） 

活動総収入合計         

 

２ 支出の部                      (単位：円) 

費  目  予 算 額 決 算 額 比 較 増 減 内  訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

活動総支出合計     

 

  ※こちらの様式は予算書と決算書を兼ねています。 

申請の際には「費目」「予算額」「内訳」の欄のみを記入してください。 

  ※工事を要する場合や備品を購入する場合は必ず見積書等を添付してください。 
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別記様式第７号 

   年  月  日   

  長井市長    宛て 

                  申請者  住 所 

                                           名称及び代表者氏名   ○印  

 

   年度長井市心のまちづくり活動推進補助金に係る活動実績報告書  

 

    年 月 日付け、指令長第  号に係る補助活動実績報告書を、長

井市心のまちづくり活動推進補助金交付要綱第 10 条の規定により提出しま

す。 

記 

１ 活動の名称 

２ 活動の区分 

３ 活動の実績   別紙のとおり 

４ 添付書類 

(１) 活動収支決算書（別記様式第３号） 

(２) 補助対象経費に係る領収書等の写し 

(３) 活動に関する写真、パンフレット等の資料 
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別紙 

活動の実績 

１ 活動の目的 

この活動を実施した目的についてお書きください。 

 

 

 

 

 

 

２ 実施内容 

実際の活動内容（実際の活動スケジュール・場所・回数・実施体制・参加者

の範囲・人数等）をお書きください。 

 

３ 活動の成果 

 

この活動を実施したことで、誰に、どのような成果(効果)がもたらされた

かお書きください。 

 

 

 

 

 

４ 今後の展望 

 

 

 

今回実施した活動は、今後どのように継続し、発展させる予定ですか。 

 

 

 

 

５ 備考 
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寄付から始めるまちづくり 

 

「自分のまちのために何かしたいけれど、具体的に行動となるとなかなか…」とお考えの方、ま

ずは“活動を応援する”ことから始めてみませんか。 

皆さんからいただいた大切なご寄付は、長井がもっといいまちになるようにと活動している

方々を支援するために、責任をもって活用させていただきます。 

 

長井の誇れる「心のまちづくり基金」に、ぜひ温かいご寄付をお願いいたします！ 

 

寄付申出書は市地域づくり推進課にご用意しております。関心を持たれた方は、まずはお気軽

にお問合せください。 

 

 

 

お問い合わせ 

長井市役所 地域づくり推進課 

 電話：8２-８００５（課直通）  

午前 8 時 30分～午後 5 時 15 分（土曜・日曜・祝日を除く） 

  FAX：8７-３３６８   E-mail：n-chiiki@city.nagai.yamagata.jp 

 

mailto:n-chiiki@city.nagai.yamagata.jp

